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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己加温式腹膜透析溶液バッグであって、前記バッグは外面を有し、非電気式加温パッ
チが前記バッグの前記外面に貼付され、前記腹膜透析溶液バッグは内容物を含み、前記内
容物は腹膜透析溶液を備え、
　前記非電気式加温パッチが、空気で活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤と
、前記活性化可能な薬剤を保持するように構成された通気性薄膜とを含み、前記加温パッ
チは、前記腹膜透析溶液が腹膜腔への移送のための許容温度範囲内になるように、前記バ
ッグの前記内容物を７５°Fから、９５°F以上で１０３°Fより高くない温度に加温する
に十分な熱を活性化時に発生するのに十分な量の活性化可能な薬剤を保持し、ここにおい
て、
　前記加温パッチが、取り外し可能および再密封可能な保護カバーを有し、該取り外し可
能および再密封可能な保護カバーは、前記通気性薄膜との接触から取り外されるまで前記
活性化可能な薬剤の活性化を阻止し、
　前記取り外し可能および再密封可能な保護カバーは、中の前記活性化可能な薬剤が環境
と接触しないようにして前記発熱反応をやめさせるために、前記通気性薄膜に再貼付され
たとき、活性化を終わらせ、および、
　前記自己加温式腹膜透析溶液バッグは、さらに、前記バッグに貼付された温度表示器を
含み、前記温度表示器は色分け表示器を備え、前記色分け表示器は、前記バッグ内の前記
溶液が適切な温度にある時を表示するように構成された第一の色表示器、および、前記バ
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ッグ内の前記溶液が十分に熱くない、または、熱過ぎる時を表示するように構成された一
つ以上の他の色表示器を含む、
　自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項２】
　前記取り外し可能および再密封可能な保護カバーが、剥離可能な感圧粘着剤により、前
記非電気式加温パッチに取り外し可能に接着される、請求項１に記載の自己加温式腹膜透
析溶液バッグ。
【請求項３】
　前記活性化可能な薬剤が、酸化可能な金属を含む、請求項１に記載の自己加温式腹膜透
析溶液バッグ。
【請求項４】
　前記酸化可能な金属が、鉄、酸化鉄材料、またはそれらの組み合わせを含む請求項３に
記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項５】
　前記腹膜透析溶液バッグの外面と接触する熱反射材を更に備えた、請求項１に記載の自
己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項６】
　前記熱反射材が、前記バッグの外面に接着される熱反射箔を含む、請求項５に記載の自
己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項７】
　前記熱反射箔が、前記バッグの第一の面と接触し、前記熱反射箔が前記バッグの内部に
対面する反射面を有し、前記非電気式加温パッチが前記第一の面と反対側の、前記バッグ
の第二の面上に配置される、請求項６に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項８】
　前記熱反射材が金属箔を含む、請求項５に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項９】
　前記非電気式加温パッチが、二つ以上の加温パッチを含み、前記取り外し可能および再
密封可能な保護カバーが、二つ以上の取り外し可能および再密封可能な保護カバーを含み
、前記二つ以上の取り外し可能および再密封可能な保護カバーのそれぞれが、前記二つ以
上の加温パッチのうちの対応する一つを保護し、前記二つ以上の取り外し可能および再密
封可能な保護カバーのうちの一つが、一つ以上の残りの取り外し可能および再密封可能な
保護カバーを取り外すことなく、取り外し可能である、請求項１に記載の自己加温式腹膜
透析溶液バッグ。
【請求項１０】
　前記温度表示器は、前記腹膜透析溶液バッグの前記内容物が冷た過ぎる場合の前記温度
の限界を定める第１の目盛を第１の端部に備え、および、前記腹膜透析溶液バッグの前記
内容物が熱すぎる場合の前記温度の限界を定める第２の目盛りを第２の端部に備える温度
計を含む、請求項１に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項１１】
　請求項１に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグを備えた、断熱された自己加温式腹膜
透析溶液バッグであって、使用者により装着されるように構成され、前記腹膜透析溶液バ
ッグを収納するポーチを備える、バッグホルダをさらに備え、前記ポーチは、前記腹膜透
析溶液バッグを断熱するように構成された断熱材を備える、断熱された自己加温式腹膜透
析溶液バッグ。
【請求項１２】
　前記バッグホルダは、使用者の腕を収容するための貫通穴を有するベストを備える、請
求項１１に記載の断熱された自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項１３】
前記バッグホルダは、ベルト、ウエストバンド、ヒップパック、またはそれらの組み合わ
せを備える、請求項１１に記載の断熱された自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
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【請求項１４】
　前記腹膜透析溶液バッグは、前記腹膜透析溶液バッグの前記内容物に薬剤が添加される
ように構成された、薬剤口を備える、請求項１に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【請求項１５】
　前記腹膜透析溶液バッグは、２つの口を備え、前記２つの口は排液口と薬剤口を備える
、請求項１に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本概念の目的は、バッグ自身の中で透析溶液を加熱可能とすることであり、外部の電源
／加熱源を不要とすることである。この目的は、（鉄の酸化による）発熱化学反応を介し
てバッグを加熱する空気活性化層をバッグに取り付けることにより達成することができる
。
【背景技術】
【０００２】
　現在、患者および／または臨床医は、患者の腹膜腔内に透析溶液を送り込む前に、透析
溶液を必要な９８．６°Ｆ（３７℃）まで加熱する目的で、電気加熱パッドおよびクーラ
ーを使用している（添付のFMC臨床サービス手順FMS－CS－HT－I－215－070 C参照）。バ
ッグは、現在、1500mlの溶液を収容可能であり、幅８．００インチ（２０．３２cm）、長
さ１１．００インチ（２７．９４cm）、厚さ１．５０インチ（３．８１cm）の概略寸法を
有する。血液透析または腹膜透析を必要とする患者用の従来技術のシステムは、透析装置
を介して大量の透析液を圧送することを必要とする。これらの従来の装置においては、次
に、使用済みの透析液を廃棄する。
【０００３】
　現時点では、患者は、可能ならば、加熱パッドとクーラーに加えて、利用可能な電源が
近くにある必要がある。この結果、患者は、加熱を行うためのこれら二つの器具を持つこ
とに加えて、処置を行う器具の位置に居場所が限定されてしまう。しかしながら、FMC／R
enal Solutions社により新しいウェアラブル人工腎臓(WAK)が開発されており、これは、
ベスト内に電源、濾過装置、ポンプの全てを備えた腹膜透析システムである。このシステ
ムにより、患者は、溶液の加熱のために居場所を制限されることなく、ほとんどどんな場
所でも自由に行けるようになった。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一以上の実施形態によれば、腹膜透析溶液を収容する自己加温式腹膜透析溶液
バッグが提供される。当該バッグは、外面と、該外面に貼付された非電気式加温パッチと
、を有する。非電気式加温パッチは、活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤を
含み得る。加温パッチは、バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加熱する
のに十分な熱を活性化時に生成するために十分な量の活性化可能な薬剤を保持することが
できる。
【０００５】
　本発明の一以上の実施形態によれば、腹膜透析溶液バッグと、当該バッグに接着される
ように構成された非電気式加温パッチと、を備えるシステムが提供される。非電気式加温
パッチは、活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤を含み得る。加温パッチは、
バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加熱するのに十分な熱を活性化時に
発生するために十分な量の活性化可能な薬剤を保持することができる。
【０００６】
　本発明の一以上の実施形態によれば、腹膜透析溶液バッグを加温するためのキットが提
供される。このキットは、使用説明と、腹膜透析溶液バッグの外面に貼付されるように構
成された非電気式加温パッチと、を含み得る。加温パッチは、活性化すると発熱反応を生
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じる活性化可能な薬剤を含み得る。加温パッチは、バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ
（３５℃）まで加温するに十分な熱を活性化時に生成するために十分な量の活性化可能な
薬剤を保持し得る。非電気式加温パッチを収納するように構成され得る梱包容器をキット
の一部として含んでいてもよい。キットは、また、溶液バッグの内容物の温度を監視する
ために溶液バッグに接着または貼付されるように構成された温度計を含んでいてもよい。
キットは、また、熱を溶液バッグ内に反射させるために溶液バッグに接着または貼付され
る反射部材を含んでいてもよい。
【０００７】
　本発明の一以上の実施形態によれば、腹膜透析溶液バッグを加温するための方法が提供
される。この方法は、腹膜透析溶液を収容した腹膜透析溶液バッグを、非電気式加温パッ
チに接触させることを含み得る。加温パッチは、活性化すると発熱反応を生じる活性化可
能な薬剤を含み得る。この方法は、前記活性化可能な薬剤を活性化させて発熱反応を引き
起こすことにより、活性化されたパッチを形成することを含み得る。この方法は、更に、
活性化されたパッチにより腹膜透析溶液バッグ内の腹膜透析溶液を加熱することを含み得
る。この方法は、また、溶液バッグの表面に接着または貼付された温度計を用いてバッグ
の内容物の温度を監視することも含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明は、添付各図面を参照してより完全に理解されよう。各図面は、本発明を例示す
るものであって、限定するものではない。
【０００９】
【図１】本発明の一以上の実施形態に従う自己加温式腹膜透析溶液バッグの斜視図である
。
【００１０】
【図２】本発明の一以上の実施形態に従う加温パッチの上面斜視図であり、加温パッチは
腹膜透析溶液バッグ内に収容された溶液を加温するためにバッグ上で使用される。
【００１１】
【図３】図２に示すIII－III線に沿った加温パッチの断面図である。
【００１２】
【図４】本発明の一以上の実施形態に従う２隔室式加温パッチを有する腹膜透析溶液バッ
グの平面図である。
【００１３】
【図５】図４に示した腹膜透析溶液バッグおよび加温パッチの側面図であって、当該バッ
グの底面に熱反射性金属箔を接着させた状態を示す。
【００１４】
【図６】本発明に従う自己加温式腹膜透析溶液バッグの斜視略図であって、溶液バッグお
よび加温パッチの例示的寸法をインチ単位で示す。
【００１５】
【図７】本発明の一以上の実施形態に従うキットの斜視図であって、梱包箱と、当該箱内
にパッケージ化された説明書、加温パッチ、反射箔、および温度計と、を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一以上の実施形態によれば、自己加温式腹膜透析溶液バッグが提供される。こ
のバッグは、腹膜透析溶液を収容し、その外面には非電気式加温パッチが貼付されている
。非電気式加温パッチは、活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤を保持し、収
容し、あるいは含み得る。加温パッチは、バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ（３５℃
）まで加温するのに十分な熱を活性化時に生成するために十分な量の活性化可能な薬剤を
保持し得る。バッグの内容物は、使用者に対して腹膜透析療法を行うのに十分な量の腹膜
透析溶液を含み得る。加温パッチは、取り外し可能な保護カバーを有しているのがよく、
当該保護カバーは、取り外されるまで活性化可能な薬剤の活性化を阻止する。取り外し可
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能な保護カバーは、接着剥離ライナ、シール層、脆弱部材等で構成するのがよい。取り外
し可能な保護カバーは、非電気式加温パッチに接着されるか貼付される。取り外し可能な
保護カバーは、非電気式加温パッチに、剥離可能な粘着剤により、取り外し可能に接着さ
れ得る。ある場合には、活性化可能な薬剤は、空気、水、またはその両方との接触により
活性化され、発熱反応を引き起こし得る。ある場合には、活性化可能な薬剤は、第二の薬
剤、反応物、試薬、触媒、促進媒、開始剤、それらの組み合わせ等との接触により活性化
され得る。活性化可能な薬剤は、例えば、鉄、酸化鉄材料、またはそれらの組み合わせを
含む酸化可能な金属を含み得る。
【００１７】
　本発明の一以上の実施形態によれば、非電気式加温パッチは、二つ以上の隔室を有して
もよく、各隔室は、脆弱なシールにより、一つ以上の残りの隔室から分離される。各隔室
は、それぞれの反応物を収容可能であり、例えば脆弱なシールを破裂させることにより各
反応物が一緒になると、発熱反応が生じ、これが、腹膜透析溶液バッグの内容物を加熱す
るために使用され得る。二つ以上の隔室のうちの第一の隔室は第一の反応物を含み、二つ
以上の隔室のうちの第二の隔室は第二の反応物を含むことが可能であり、第一および第二
の反応物が互いに接触すると、発熱反応が起こる。各隔室の少なくとも一つは酢酸ナトリ
ウム試薬を含み得る。
【００１８】
　自己加温式腹膜透析溶液バッグの一つ以上の表面、例えば外面、または一つ以上の表面
積は、熱反射材と接触し得る。熱反射材は、バッグの外面に接着される金属その他の熱反
射箔を含んでいるのがよい。熱反射箔は、バッグの第一の面と接触し且つバッグの内部に
対面する反射面を有し、非電気式加温パッチは、第一の面と反対側の、バッグの第二の面
上に配置されるのがよい。
【００１９】
　単一のバッグ上に、二つ以上の加温パッチを設けてもよい。二つ以上の加温パッチを設
ける場合は、各パッチは、それぞれの取り外し可能な保護カバーを有し得る。二つの加温
パッチを設ける場合は、それぞれに一つずつ、二つの取り外し可能な保護カバーを設け得
る。取り外し可能な保護カバーのそれぞれは、二つ以上の加温パッチのうちのそれぞれに
対応するパッチを保護し得る。対応する一つの加温パッチを活性化させるために、一つ以
上の残りの保護カバーを取り外すことなく従って一つ以上の残りの加温パッチを活性化さ
せることなく、二つ以上の取り外し可能な保護カバーのうちの一つを取り外し得る。
【００２０】
　温度表示器すなわち温度計は、腹膜透析溶液バッグに貼付または接着可能であり、例え
ば、バッグの外面に接着し得る。温度表示器としては、色分け表示器、液晶表示器、それ
らの組み合わせ等が挙げられる。色分け表示器を設ける場合、色分け表示器は、バッグ内
の溶液が適切な温度にある時を表示するように構成された第一の色表示器を含み得る。バ
ッグ内の溶液が十分に熱くない、熱過ぎる、またはその両方である時を表示するように構
成された一つ以上の他の色表示器を設けてもよい。温度表示器は、同様の温度計が水槽の
外表面に貼り付けられるのと同様のやり方でバッグの外面に接着されるフレキシブル液晶
表示器を含み得る。
【００２１】
　本発明の一以上の実施形態によれば、自己加温式腹膜透析溶液バッグとバッグホルダと
の組み合わせが提供される。バッグホルダは、使用者により装着されるように構成可能で
あり、自己加温式腹膜透析溶液バッグを収納するように構成されたポーチを含み得る。ポ
ーチは、腹膜透析溶液バッグを断熱するように構成された断熱材を含み得る。バッグホル
ダとしては、例えば、使用者の腕を収容するための貫通穴を有するベストを挙げ得る。バ
ッグホルダとしては、ベルト、ウエストバンド、ヒップパック、またはそれらの組み合わ
せを挙げ得る。
【００２２】
　本発明の一以上の実施形態によれば、腹膜透析溶液バッグと、該バッグに接着されるよ



(6) JP 6808487 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

うに構成された非電気式加温パッチと、を備えるシステムが提供される。非電気式加温パ
ッチは、バッグとは別個に提供されてもよいし、必要に応じて、バッグに接着、貼付した
り、あるいは、別の方法で接触させてもよい。非電気式加温パッチは、本明細書で説明す
るようなものでよく、例えば、活性化すると発熱反応を生じる薬剤を含んでもよい。加温
パッチは、バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加温するに十分な熱を活
性化時に生成するために十分な量の活性化可能な薬剤を保持し得る。非電気式加温パッチ
は、バッグに接着されるように構成された接着面と、接着面上の取り外し可能な保護ライ
ナと、を有していてもよい。取り外し可能な保護ライナは、加温パッチの使用の準備が完
了して取り外し可能な保護ライナを接着面から取り外して加温パッチをバッグに接着し得
るようになるまで、接着面上に残しておくのがよい。非電気式加温パッチは、本明細書で
説明するように、脆弱なシールにより互いに分離された二つの隔室を有し得る。
【００２３】
　本発明の一以上の実施形態によれば、腹膜透析溶液バッグを加温するための使用説明と
、腹膜透析溶液バッグの外面に接着、貼付したり、あるいは、別の方法で接触させるよう
に構成された非電気式加温パッチと、を有し得るキットが提供される。このキットは、腹
膜透析溶液バッグとは別個に提供してもよいし、特定の気候の下で特定の容量の特定のバ
ッグを加温するのに適するように設計されるのがよい。加温パッチは、本明細書で説明す
るように、活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤を含み得る。加温パッチは、
特定の腹膜透析溶液バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加温するのに十
分な熱を活性化時に生成するために十分な量の活性化可能な薬剤を含み得る。キットの内
容物は、箱、バッグ、ポーチ、その他のパッケージ等の梱包容器の中に一緒に梱包され得
る。使用説明は、使用説明書上に記載してもよいし、使用説明書を梱包容器内に同梱して
もよい。使用説明を、梱包容器上に印刷してもよい。梱包容器は、封止された箱でもよく
、封止された箱をラッパーで包装してもよい。梱包容器は完全密閉されてもよい。異なる
溶液バッグを加温するために異なるキットを提供してもよい。
【００２４】
　上記のキットは、温度計または熱反射箔またはその両方を更に有し得る。提供時に、梱
包容器内に温度計と熱反射箔を収納するのがよい。温度計は複数の色表示器を有していて
もよく、複数の色表示器は、一つの色表示器が、腹膜透析溶液バッグの内容物の温度がよ
り正確な温度を得るための許容温度範囲内にあることを示す、又は、腹膜腔への移送のた
めの許容温度範囲内にあることを示すように構成されるのがよい。非電気式加温パッチは
、腹膜透析溶液バッグに接着されるように構成された接着面と、接着面上に配置されて接
着面を保護する取り外し可能な保護ライナと、を有するのがよい。
【００２５】
　本発明の更に別の実施形態において、腹膜透析溶液を収容した腹膜透析溶液バッグを、
非電気式加温パッチに接触させる、ことを含む方法が提供される。加温パッチは、本明細
書で説明するように、活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤を含み得る。この
方法は、更に、活性化可能な薬剤を活性化させて、発熱反応を引き起こし、かくして活性
化されたパッチを形成することを含み得る。この方法は、活性化されたパッチにより、腹
膜透析溶液バッグ内の腹膜透析溶液を加熱することを含み得る。加熱は、バッグ内の溶液
を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加熱するに十分なものであるのがよい。この方法は
、また、バッグに取り付けられた色分け表示温度計を監視して、バッグ内の溶液の温度が
使用のための適切な範囲内にあるかどうかを判断することを含み得る。この方法は、活性
化可能な薬剤を活性化させる前又は後に、加温パッチを腹膜透析溶液バッグに接着するこ
とを含み得る。本明細書で説明するように、加温パッチは、脆弱なシールにより分離され
た二つの隔室を有することができ、活性化は、脆弱なシールを破裂させて両方の隔室から
の成分を混合することを含み得る。
【実施例】
【００２６】
　以下、図面を参照すると、図１は、本発明に係る自己加温式腹膜透析溶液バッグ２０の
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一例を示す。バッグ２０は、例えば、ポリ塩化ビニル（PVC）材料、ポリオレフィン材料
、ポリアルキレン材料等の滅菌プラスチック材料を含む側壁２２を有してもよい。バッグ
２０は、その端部２４および２６で、熱融着（ヒートシール）され得る。バッグ２０は、
バーコード２８、無線周波数識別タグ３０、および／またはその他の識別印、識別マーク
、および識別情報を有してもよい。バッグ上のラベル、情報、使用説明、コード、および
タグは、機械可読であってもよい。バッグ２０は、一つ以上の加温部材を備えてもよく、
図１に示す実施形態では、二つの加温部材３２および３４が設けられている。各加温部材
３２、３４は、空気、酸素、水、湿気、およびそれらを組み合わせたものおよび／または
一つ以上の他の環境要素に暴露されると活性化され得る加温材料を含んでもよい。各加温
部材３２，３４は、例えば接着剤ビード４０を介してバッグ２０の第一の表面３８に接合
され得る、取り外し可能な保護カバー３６を有してもよい。剥がされると、保護カバー３
６は、活性化可能な加温材料を保持するように構成された、メッシュ状で多孔性かつ透過
性、半透過性のまたはその他通気性の、薄膜４２を露出させる。加温材料としては、例え
ば、粉末材料、金属粉、繊維状材料、酸化可能な金属、および／または発熱反応し得る化
学剤を挙げることができる。加温材料内には、他の成分、例えば、充填剤、絶縁性粒子、
熱分配粒子、保温粒子およびそれらを組み合わせたものを添加してもよい。通気性材料４
２は、保持される最小の粒子より大きくない開口を有するように構成され得る。図示した
ように、加温部材３２の保護カバーをそのまま残しつつ、加温部材３４から保護カバー３
６を取り外してもよい。
【００２７】
　腹膜透析溶液バッグ２０は、また、バッグ２０により収容された溶液の温度を表示する
ようにおよび／または溶液が腹膜内への排出に適した温度範囲内にあるかどうかを別のや
り方で示すように構成された温度計４４を有してもよい。温度計４４は、また、バッグ２
０内の溶液の温度が熱すぎるかを、あるいは冷た過ぎるかを、あるいはその両方を、示し
てもよい。例示的な実施形態において、温度計４４は、温度計の第一の端部に、溶液の温
度が冷た過ぎる場合に青色に変わる一つ以上の目盛りを含む目盛りを有してもよい。温度
計４４は、その第二の端部に、溶液の温度が熱すぎる場合に赤色に変わる一つ以上の目盛
りを有してもよい。更に、温度計４４は、その中間部分に、溶液の温度が適切な使用温度
範囲内にある場合に緑色に変わる一つ以上の目盛りを有してもよい。
【００２８】
　使用時に、使用者は、それぞれの保護カバーを取り外すことにより、一つ以上の加温部
材または加温パッチを活性化させることができる。次に、使用者は、溶液の温度が適切な
温度範囲内にあることを温度計が示すまで、温度計を監視してもよい。溶液の温度が適切
な範囲に達すると、次に、使用者は、活性化された加温部材を取り外してもよいし、ある
いは、加温部材を密封することにより中の加温部材が環境と接触しないようにして発熱反
応をやめさせてもよい。例えば、溶液が適切な温度に到達した時点で、保護カバー３６を
接着剤ビード４０に再貼付して加温部材を密封してもよい。
【００２９】
　腹膜透析溶液バッグ２０は、また、排液口４６を備え、溶液が排液口４６を通って送給
管(図示せず)内に送り込まれ得るようにしてもよい。また、薬剤口４８を設け、バッグ２
０内の溶液を腹膜内に徐々に排出する前に、当該溶液に薬剤を添加し得るようにしてもよ
い。
【００３０】
　図２は、本発明の一以上の実施形態に従う、腹膜透析溶液バッグ上で使用し得る加温パ
ッチ５０の上面斜視図である。パッチ５０は、図３に示すように加温材料５８を収容した
通気性薄膜５４を露出させるために剥がし得る取り外し可能な保護カバー５２を有する、
多層構造を備え得る。取り外し可能な保護カバー５２は、通気性薄膜５４および加温材料
５８を環境要素への暴露から保護することができる。取り外し可能な保護カバー５２は、
加温パッチ５０の少なくとも周縁部周りに設けた接着剤ビード５６を介して、基層６０に
接着されてもよい。基層６０は、例えば、高分子膜または高分子層から構成してもよい。
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基層６０は、ＰＶＣ材料、ポリオレフィン材料、ポリアルキレン材料等を含んでもよい。
【００３１】
　図３は、図２に示すIII－III線に沿った横断面図である。図３に最も良く分かるように
、通気性薄膜５４およびその内部に保持された加温材料５８は、高分子層６０と接着剤ビ
ード５６と上面の取り外し可能な保護カバー５２とにより密封され、従って環境から保護
されていてもよい。加温パッチの全ての層および材料は、溶解および劣化無しに、加温材
料５８の発熱反応により生成される熱に耐え得るべきである。
【００３２】
　加温パッチ５０は、基層６０の底面に塗布した接着剤層６４を介して、腹膜透析溶液バ
ッグ(図示せず)に接着される。接着剤層６４は、使用のために必要となるまで、底面の取
り外し可能な保護ライナ６２によって保護される。加温パッチ５０は、保護ライナ６２を
剥がしてその結果露出した接着剤層６４を腹膜透析溶液バッグの表面に接着することによ
り、溶液バッグに貼付することができる。溶液バッグに貼付されると、加温パッチ５０は
そのままであり、加温材料５８が環境要素から保護された状態が維持される。加温パッチ
５０を溶液バッグに貼付後はいつでも、取り外し可能な保護カバー５２をパッチから剥が
して、通気性薄膜５４、従って加温材料５８を環境要素に暴露することにより、加温材料
５８の発熱反応を促進してもよい。環境要素としては、加温材料５８を活性化する空気、
酸素、湿気、水等を挙げ得る。一例として、加温材料５８が鉄等の酸化可能な金属粉を含
む場合は、保護カバー５２を剥がすと加温材料５８が環境中の酸素に暴露される結果、発
熱反応を開始し、鉄が酸化して酸化鉄を生成する。
【００３３】
　図２は、取り外し可能な保護カバー５２を剥がしたときに接着剤ビード５６が基層６０
に付着したままになった状態を示しているが、取り外し可能な保護カバー５２に付着した
ままで取り外し可能な保護カバー５２と一緒に基層６０から剥がれる接着剤ビードを設け
ることも、本教示の範囲内にある。図示していないが、加温パッチ５０の一つ以上の基層
に、通気性薄膜５４を接着あるいはその他の方法で固着または固定してもよい。
【００３４】
　図２に示すように、加温パッチ５０は、バーコード６６、有効期限、ロット番号、内容
物リスト、他のラベル、他の印、一つ以上の他のタグ、他の情報、それらの組み合わせ等
を備えていてもよい。
【００３５】
　加温パッチ５０は、個別にパッケージ化して販売してもよいし、あるいは、腹膜透析溶
液バッグと一緒にパッケージ化して販売してもよい。このような溶液バッグ内の溶液の温
度を監視するために、例えば、American Thermal Instruments (ATI) 社（オハイオ州Day
ton）から入手可能な型式C-8701, C-8702, C-8704のいずれか等のフレキシブル液晶温度
指示器も設けてもよい。温度計は、再使用可能なもの、一回使用のもの、使い捨てのもの
、それらを組み合わせたもの等としてもよい。温度計および加温パッチをいずれも加温用
およびその温度の監視用として溶液バッグに適用し得るように、一つ以上の温度計を一つ
以上の加温パッチと一緒にパッケージ化してもよい。本発明は、また、少なくとも一つの
加温パッチと少なくとも一つの温度計とを例えば封止された箱、バッグ、パッケージ、あ
るいはその他の容器内で一緒にパッケージ化したキットを提供する。
【００３６】
　図２および図３に示した各層の厚さは、正しいサイズで描かれておらず、本発明を説明
する目的で誇張されている。
【００３７】
　図４および図５は、加温パッチが脆弱なシールにより隔てられた二つの隔室を有し、二
つの隔室内の内容物が混合して発熱反応を起こし得るようにシールが破られ得る、本発明
のもう一つの例示的実施形態を示す。自己加温式腹膜透析溶液バッグ８０は、腹膜透析溶
液バッグ８２と、その上面８８に接着された２隔室式加温パッチ９０と、を備える。腹膜
透析溶液バッグ８２の底面１０２には、熱反射性箔９８が接着されている。図４および図
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５は、２隔室式加温パッチ９０と熱反射性箔９８とを腹膜透析溶液バッグ８２に既に接着
した状態で示しているが、加温パッチ９０と熱反射性箔９８と温度計１０４は、パッケー
ジ化され得るし且つ／あるいは腹膜透析溶液バッグとは別個に提供されて後でバッグに貼
付され得ることは理解されるべきである。
【００３８】
　図５に最も良く示されているように、腹膜透析溶液バッグ８２は、その第一の端部８４
で熱融着されると共にその第二の端部８６で熱融着される。２隔室式加温パッチ９０は、
腹膜透析溶液バッグ８２の滑らかな表面に、バッグと連続的に密接するように、貼付また
は接着されてもよい。バッグの上面８８に２隔室式加温パッチ９０を接着するために、接
着剤層（図示せず）を用いてもよい。同様に、接着剤層（図示せず）を用いて、バッグの
滑らかな底面１０２に熱反射性箔９８を貼付してもよい。熱反射性箔９８は、バッグの底
面１０２に対面して密接する少なくとも一つの反射面１００を有するのがよい。
【００３９】
　２隔室式加温パッチ９０は、第一の隔室９２と、第二の隔室９４と、隔室９２の内容物
と隔室９４の内容物とを互いに分離した状態で維持する脆弱なシール９６と、を備えてい
るのがよい。脆弱なシール９６は、自己加温式溶液バッグをぐしゃっと潰すことによりあ
るいは別のやり方で加温パッチ９０を操作することにより破損または破裂され得る薄くて
弱い高分子境界膜であるのがよい。加温パッチ９０は、少なくとも部分的にパッチの上面
と底面と端部と側面とを形成する材料から形成されてもよい。当該材料は、脆弱なシール
９６を構成するために使用される材料よりも強く耐久性を有してもよい。かかる構成によ
り、漏れや破裂無しに加温パッチ９０を操作することができる。
【００４０】
　図４および図５では単一の２隔室式加温パッチが示されているが、二つ以上の２隔室式
加温パッチを使用してバッグ内の腹膜透析溶液を加熱してもよいことは理解されるべきで
ある。腹膜透析溶液バッグ８２内に収容された溶液の温度は、例えば、図１に関連して説
明した温度計４４と同じ型のあるいは類似の温度計１０４で監視し得る。腹膜透析溶液バ
ッグ８２の内容物が適切な温度に到達したら、２隔室式加温パッチ９０をバッグから剥が
してもよいし、溶液が熱くなり過ぎないように温度計を監視しながら、バッグに貼付した
まま残してもよい。熱反射性箔９８は、必ずしも設ける必要はないが、熱が溶液バッグか
ら逃げるのを防ぎ、熱を反射して溶液内に戻すことができる。
【００４１】
　脆弱なシール９６を破裂させると二つの隔室の内容物が混合して発熱反応を発生するよ
うに、隔室９２の内容物と隔室９４の内容物が選択される。２隔室式加温パッチ９０の側
壁は、使用し得る反応物に制約がないように、隔室９２および９４の内容物を保持するの
に十分な耐久性を有するものであってよい。各隔室の内容物は、それぞれ独自に、液体、
気体、または固体であってよい。図５には液体の内容物が示されているが、分離された反
応物が任意の適切な形態を採り得ることは理解されるべきである。第一の例示的な実施形
態において、隔室９２には塩化カルシウム粉末を収容し、隔室９４には水を収容してもよ
い。脆弱なシール９６を破裂させると、塩化カルシウム粉末と水が互いに接触し、塩化カ
ルシウムが水と反応して発熱反応を介して酸化カルシウムと塩酸を形成する。発生した熱
は、バッグ８２内の腹膜透析溶液に伝達されて、腹膜透析溶液を加温する。
【００４２】
　第二の例示的な実施形態において、隔室９２は酢酸ナトリウムの固体結晶を含んでいて
もよく、隔室９４は酢酸ナトリウムの過飽和溶液を含んでいてもよい。脆弱なシール９６
を破裂させると、隔室９２の内容物と隔室９４の内容物は混合して、固体の酢酸ナトリウ
ムの急速な結晶化を促し、熱を生じて腹膜透析溶液を加温する。
【００４３】
　第三の例示的な実施形態において、隔室９２は、塩基、例えば水酸化ナトリウム等の強
塩基の水溶液を含み得る。隔室９４は、酸、例えば塩化水素等の強酸の水溶液を含み得る
。脆弱なシール９６を破裂させると、酸と塩基は発熱反応の過程で互いに反応し、塩を形
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成すると共に熱を発生する。
【００４４】
　２隔室反応を説明したが、３以上の隔室間の反応を用いて熱を生成し得ることおよび加
温パッチに３以上の分離された隔室を設け得ることは理解されるべきである。
【００４５】
　図６は、腹膜透析溶液バッグ１１０の斜視略図であり、例示的な相対寸法を示す。溶液
バッグ１１２は、腹膜透析溶液を収容する溶液バッグ１１２と同じ長さと幅とを有する薄
層である加温パッチ１１４を備えている。寸法を同じにすることで、均等な熱伝導が確保
し易くなる。バッグにより十分に加熱され得る溶液の容量は、溶液を適切に加熱するのに
必要な発熱率と熱出力により決定され得る。バッグは色分けして示す表示器を有していて
もよく、表示器は、使用者に、溶液が冷た過ぎる場合は青色、溶液が適正温度範囲の近傍
（上か下）にある場合は黄色、溶液の温度が良好である場合は緑色といったように、相対
熱度を色分けして示す。温度は、念のため、温度計により確認し得る。色分け表示器は、
温度を正確に測定すべき時を知らせるために使用し得る。色分け表示器を設けない場合は
、温度測定を多数回行う必要があり、勘に頼るか、バッグの感触に頼ることになる。加温
パッチは、外気から保護するために且つ反応が早くなり過ぎるのを防ぐために、その外面
上に剥離層を有し得る。
【００４６】
　使用時には、使用者または患者は、加温パッチを上方に向けて、バッグを設置し得る。
次に、患者は、加温パッチ上の保護層を剥がすことにより、通気性薄膜つまり加温パッチ
の内容物を空気に暴露し、化学反応を引き起こし得る。加温パッチの露出面が下方を向い
ている場合でも空気が確実に加温パッチに接触し得るように、突起部あるいは凸条部等を
バッグ設計に含めて設けてもよい。２隔室式加温パッチを使用する場合、患者は、代わり
に、脆弱シールを破裂させればよい。次に、患者は、バッグをひっくり返して、生成した
熱を流体内に上昇させ得る。裏返しにした時でも活性化可能な薬剤が空気等の環境要素に
暴露され得るように腹膜透析溶液バッグを持ち上げるために、底面の複数の穴、脚部、ス
ペーサ、または柱脚を有するトレイを設けてもよい。
【００４７】
　色分け表示器は、最初は青色であるように設計し得る。表示器が緑色に変わったら、温
度計で温度を確認し得る。
【００４８】
　適切な溶液温度が確認されたら、患者は制限時間内に溶液を腹膜腔内に送給すべく指示
され得るので、溶液の温度は、搬送中に実質的に変わることはない。溶液の過熱を防ぐた
めに、加温パッチは、例えば、剥離部材として、取り外し可能に作られる。加温パッチは
、溶液を任意の適切な温度、例えば、少なくとも９５°Ｆ（３５℃）、少なくとも９６°
Ｆ（３５．６℃）、少なくとも９７°Ｆ（３６．１℃）、少なくとも９８°Ｆ（３６．７
℃）に加熱するように構成され得る。例示的な一実施形態では、加温パッチは、溶液を、
９８．６°Ｆ（３７℃）かそれより僅かに高い温度に加熱するように構成され得る。例え
ば、室温すなわち７５°Ｆ（２３．９℃）から約９８．６°Ｆ（３７℃）以上まで腹膜溶
液を加熱できるように加温材料の構造と量を用いればよい。より多くの量の加温材料を使
用することも可能であり、特に、７０°Ｆ（２１．１℃）以下の開始温度、例えば、３７
°Ｆ（２．８℃）に設定された冷蔵庫からの腹膜溶液を加熱する必要がある場合など、比
較的涼しい周囲温度設定においては有効である。環境条件、周囲温度、風速冷却、腹膜透
析溶液の成分等を含む多くの要因が、腹膜溶液の過熱、加熱速度、および最終温度に影響
を与える。例えば、バッグと溶液をより寒冷気候の下で用いようとするとき等、場合によ
っては、少なくとも１００°Ｆ（３７．８℃）、少なくとも１０１°Ｆ（３８．３℃）、
少なくとも１０２°Ｆ（３８．９℃）、少なくとも１０３°Ｆ（３９．４℃）以上に溶液
を加熱するように加温パッチが構成されてもよい。より寒冷な条件下では、かかる昇温に
加えて所望の温度の計画的な過熱を行った場合でも溶液が理想的な温度範囲、例えば、９
８°Ｆ（３６．７℃）乃至９９°Ｆ（３７．２℃）の温度に加温できる。腹膜溶液の成分
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によっては、一定の温度を超えて加熱されるべきではない。例えば、デキストリンを含む
溶液の場合、１０４°Ｆ（４０℃）以上の温度を避けなければならないかも知れない。か
かる状況下では、加温パッチは、溶液を、例えば、１０３°Ｆ（３９．４℃）以下、１０
２°Ｆ（３８．９℃）以下、１０１°Ｆ（３８．３℃）以下、１００°Ｆ（３７．８℃）
以下の温度に加熱するように構成され得る。例示的な一実施形態では、９８．６°Ｆ（３
７℃）以下の温度に溶液を加熱するように加温パッチを構成してもよい。加熱後、溶液が
腹膜腔内に送給されるべき時間は、約１分乃至約３０分、約５分乃至約２０分、または、
約１０分乃至約１５分とし得る。
【００４９】
　図７は、本発明の一以上の実施形態に従うキットの斜視図である。キットは、梱包箱１
２０と、使用説明書１２２と、加温パッチ１２４と、熱反射箔１２６と、色分け表示温度
計１２８と、を含む。キットは、多くの他の内容物を省略した状態で図示されているが、
保管、出荷、販売のために、加温パッチ１２４と熱反射箔１２６と温度計１２８と使用説
明書１２２は、全て箱１２０内に配置され、箱１２０は閉じられる。かかる梱包状態で、
箱１２０は、収縮ラップまたは他のプラスチック製のラッパーにより更に封止され且つ／
あるいは密閉されることができ、これにより、勝手な開封を防ぐと共に汚れる機会を最小
限にしている。加温パッチ１２４と熱反射箔１２６と温度計１２８は、それぞれ、各構成
部品を腹膜透析溶液バッグに接着するための接着剤層を備えているのがよい。接着剤層は
、それぞれ、感圧粘着ラベルの分野で周知の剥離ライナによって保護されているのがよい
。梱包箱１２０は、このキットを使ってどのような型式および／または容量の腹膜透析溶
液バッグを加温し得るかを示す情報を提供するバーコード１３０あるいはその他のタグ、
マーク、または印を備えていてもよい。例えば、より寒冷気候の下で、必要ならば、より
大きな加熱能力が得られるように、二つ以上の加温パッチを設けてもよい。各加温パッチ
１２４は、図１乃至図３に示した各実施形態に関連して説明したように、環境要素に暴露
されることにより活性化されることができ、あるいは、本明細書で図４および図５に関連
して説明したように２隔室式加温パッチとすることもできる。キットは、必ずしも、図７
に示した構成部品のそれぞれを含む必要はなく、箱、バッグ、封筒、あるいは、他のパッ
ケージ容器に加温パッチを入れる等簡便なものであってもよい。キットが温度計を含むか
どうかは、任意である。キットが反射部材を含むかどうかも任意である。使用説明を別個
の使用説明書に記載するかどうかも任意である。
【００５０】
　患者は、どこでも、たとえ電源が無い場所でも、腹膜透析溶液バッグを加熱することが
できる。これにより、患者は、電気加熱パッドによる加熱を要するバッグを用いた場合と
比較して、より大きな独立性を有する。患者は、加熱パッドおよび／またはクーラーを携
行する必要がない。色分け表示器は、患者に、温度をチェックすべき時を知らせるので、
バッグがどの程度温まっているかをおおまかに知ろうとしてバッグに触れると起こり得る
手の火傷を防ぐことができる。
【００５１】
　透析溶液の容量および加温パッチ内の化学的混合物に応じて、パッチは、現在加熱パッ
ドにより腹膜透析溶液バッグを加熱する際にかかる１．５乃至２．０時間よりも遥かに早
く、透析溶液を加熱することができる。空隙が無いため、良好な熱伝導が得られる。加熱
パッドを使用したときは、パッドと溶液バッグとの間に空隙が生じるので、密着が確立し
ているときの伝導のみによる熱伝達とは対照的に、対流と伝導によって熱伝達が低下する
。
【００５２】
　本開示において列記した全ての参考文献の全内容は、参照により、その開示内容全体を
本願明細書の一部とする。更に、量、濃度、その他の値、すなわちパラメータが、範囲ま
たは好適な範囲、あるいは、好ましい上方値と好ましい下方値のリスト、のいずれかとし
て与えられているときは、任意の範囲の上限値または好適な値と任意の範囲の下限値また
は好適な値との任意の対から形成された全ての範囲を、各範囲が別個に開示されているか
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否かに拘わらず、具体的に開示しているものと理解されるべきである。本明細書において
数値範囲が列記されている場合には、特に指示が無い限り、範囲は、その端点と、当該範
囲内にある全ての整数と分数を含むものである。本発明の範囲は、範囲を定義する際に列
記した特定の値に限定されるものではない。
【００５３】
　本明細書の検討と本明細書に開示した本発明の実施から、本発明の他の実施形態は当業
者には明らかであろう。本明細書と各例は単に例示的なものと見做されるべきであり、本
発明の真の範囲と趣旨は、以下の請求の範囲とその等価物とにより示されるものである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
〔１〕
　外面と、該外面に貼付される非電気式加温パッチと、を有し、腹膜透析溶液を収容する
自己加温式腹膜透析溶液バッグであって、
　前記非電気式加温パッチが、活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤を含み、
　前記加温パッチが、前記バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加温する
に十分な熱を活性化時に発生するのに十分な量の活性化可能な薬剤を保持する、自己加温
式腹膜透析溶液バッグ。
〔２〕
　前記加温パッチが、取り外し可能な保護カバーを有し、該取り外し可能な保護カバーは
、取り外されるまで前記活性化可能な薬剤の活性化を阻止する、〔１〕に記載の自己加温
式腹膜透析溶液バッグ。
〔３〕
　前記取り外し可能な保護カバーが、前記非電気式加温パッチに接着されている、〔２〕
に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔４〕
　前記取り外し可能な保護カバーが、剥離可能な感圧粘着剤により、前記非電気式加温パ
ッチに取り外し可能に接着される、〔３〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔５〕
　前記非電気式加温パッチが、前記バッグの前記外面に接着される、〔１〕に記載の自己
加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔６〕
　前記活性化可能な薬剤が、空気、水、またはその両方との接触により活性化されて前記
発熱反応を引き起こす、〔１〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔７〕
　前記活性化可能な薬剤が、酸化可能な金属を含む、〔１〕に記載の自己加温式腹膜透析
溶液バッグ。
〔８〕
　前記酸化可能な金属が、鉄、酸化鉄材料、またはそれらの組み合わせを含む〔７〕に記
載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔９〕
　前記非電気式加温パッチが、脆弱なシールにより分離された二つの隔室を有する、〔１
〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔１０〕
　前記二つの隔室のうちの第一の隔室が第一の反応物を含み、前記二つの隔室のうちの第
二の隔室が第二の反応物を含み、前記第一および第二の反応物が互いに接触すると発熱反
応を生じる、〔９〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔１１〕
　前記非電気式加温パッチが、脆弱なシールにより分離された二つの隔室を有し、前記隔
室の少なくとも一方が酢酸ナトリウム試薬を含む、〔１〕に記載の自己加温式腹膜透析溶
液バッグ。
〔１２〕
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　熱反射材が、前記バッグの外面と接触する、〔１〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バ
ッグ。
〔１３〕
　前記熱反射材が、前記バッグの外面に接着される熱反射箔を含む、〔１２〕に記載の自
己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔１４〕
　前記熱反射箔が、前記バッグの第一の面と接触し、前記熱反射箔が前記バッグの内部に
対面する反射面を有し、前記非電気式加温パッチが前記第一の面と反対側の、前記バッグ
の第二の面上に配置される、〔１３〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔１５〕
　前記熱反射材が金属箔を含む、〔１２〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔１６〕
　前記非電気式加温パッチが、二つ以上の加温パッチを含み、前記取り外し可能な保護カ
バーが、二つ以上の取り外し可能な保護カバーを含み、前記二つ以上の取り外し可能な保
護カバーのそれぞれが、前記二つ以上の加温パッチのうちの対応する一つを保護し、前記
二つ以上の取り外し可能な保護カバーのうちの一つが、一つ以上の残りの保護カバーを取
り外すことなく、取り外し可能である、〔１〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔１７〕
　前記バッグに貼付される温度表示器を更に備える、〔１〕に記載の自己加温式腹膜透析
溶液バッグ。
〔１８〕
　前記温度表示器が色分け表示器を含む、〔１７〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッ
グ。
〔１９〕
　前記色分け表示器が、前記バッグ内の前記溶液が適切な温度にある時を表示するように
構成された第一の色表示器と、前記バッグ内の前記溶液が十分に熱くない、熱過ぎる、ま
たはその両方である時を表示するように構成された一つ以上の他の色表示器と、を含む、
〔１８〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔２０〕
　前記温度表示器が、前記バッグの外面に接着されるフレキシブル液晶表示器を含む、〔
１７〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグ。
〔２１〕
　〔１〕に記載の自己加温式腹膜透析溶液バッグと、使用者により装着されるように構成
されたバッグホルダとの組み合わせであって、
　前記バッグホルダが、前記自己加温式腹膜透析溶液バッグを収納するように構成された
ポーチを含む、組み合わせ。
〔２２〕
　前記ポーチが、前記腹膜透析溶液バッグを断熱するように構成された断熱材を含む、〔
２１〕に記載の組み合わせ。
〔２３〕
　前記バッグホルダが、使用者の腕を通す貫通穴を有するベストを含む、〔２１〕に記載
の組み合わせ。
〔２４〕
　前記バッグホルダがベルトを含む、〔２１〕に記載の組み合わせ。
〔２５〕
　腹膜透析溶液バッグと、前記バッグに接着されるように構成された非電気式加温パッチ
と、を備えるシステムであって、
　前記非電気式加温パッチが、活性化すると発熱反応を生じる活性化可能な薬剤を含み、
　前記加温パッチが、該バッグの内容物を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加温するに
十分な熱を活性化時に発生するのに十分な量の活性化可能な薬剤を保持する、システム。
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〔２６〕
　前記非電気式加温パッチが、前記バッグに接着されるように構成された接着面と、該接
着面上の取り外し可能な保護ライナと、を有する、〔２５〕に記載のシステム。
〔２７〕
　前記非電気式加温パッチが、脆弱なシールにより互いに分離された二つの隔室を有する
、〔２５〕に記載のシステム。
〔２８〕
　前記非電気式加温パッチが、接着面と、該接着面を保護するように構成されたライナと
、を有する、〔２５〕に記載のシステム。
〔２９〕
　腹膜透析溶液バッグを加温するための使用説明と、
　前記腹膜透析溶液バッグの外面に貼付されるように構成され、活性化すると発熱反応を
生じる活性化可能な薬剤を含む、非電気式加温パッチであって、前記バッグの内容物を少
なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加温するのに十分な熱を活性化時に生成するために十分
な量の活性化可能な薬剤を含む非電気式加温パッチと、
　前記非電気式加温パッチを収納する梱包容器と、を備えるキット。
〔３０〕
　前記使用説明が使用説明書上に表記され、該使用説明書が前記梱包容器内に収納され、
そして、該梱包容器が密閉されている、〔２９〕に記載のキット。
〔３１〕
　前記使用説明が前記梱包容器上に印刷されている、〔２９〕に記載のキット。
〔３２〕
　前記梱包容器が封止された箱を含み、該封止された箱がラッパーで包装されている、〔
２９〕に記載のキット。
〔３３〕
　温度計と熱反射箔とを更に有し、
　前記温度計と前記熱反射箔とが、前記梱包容器内に収納される、〔２９〕に記載のキッ
ト。
〔３４〕
　前記温度計が、前記腹膜透析溶液バッグの内容物の温度が腹膜腔への移送のための許容
温度範囲内にあることを示すように構成された色表示器を含む複数の色表示器を有する、
〔３３〕に記載のキット。
〔３５〕
　前記非電気式加温パッチが、前記腹膜透析溶液バッグに接着されるように構成された接
着面と、前記接着面上に配置されて前記接着面を保護する取り外し可能な保護ライナと、
を有する、〔２９〕に記載のキット。
〔３６〕
　腹膜透析溶液を収容した腹膜透析溶液バッグを、活性化すると発熱反応を生じる活性化
可能な薬剤を含む非電気式加温パッチに接触させ、
　前記活性化可能な薬剤を活性化させて、発熱反応を引き起こすと共に、活性化されたパ
ッチを形成し、
　前記活性化されたパッチにより、前記腹膜透析溶液バッグ内の前記腹膜透析溶液を加熱
することを含む方法。
〔３７〕
　前記加熱が、前記バッグ内の前記溶液を少なくとも９５°Ｆ（３５℃）まで加熱するこ
とを含む、〔３６〕に記載の方法。
〔３８〕
　前記バッグに取り付けられた色分け表示温度計を監視して、前記溶液の温度が使用のた
めの適切な範囲内にあるかどうかを判断する、ことを更に含む、〔３６〕に記載の方法。
〔３９〕
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　前記活性化可能な薬剤を活性化させる前に、前記加温パッチを前記腹膜透析溶液バッグ
に接着する、ことを更に含む〔３６〕に記載の方法。
〔４０〕
　前記加温パッチが、脆弱なシールにより分離された二つの隔室を有し、前記活性化が、
前記脆弱なシールを破裂させて両方の隔室からの成分を混合することを含む、〔３６〕に
記載の方法。

【図１】 【図２】

【図３】
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